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補聴器購入費を助成します65 歳以上の
高齢者対象

65 歳以上の高齢者を対象に、補聴器の購入費用の一部を助成します。

次の要件をすべて満たす方
（1）市内に住所を有する 65 歳以上の方
（2）聴覚障がいによる身体障害者手帳をお持ちでない方
（3）両耳の聴力レベルの平均が 40dB 以上 70dB 未満の方（医師の意見書が必要）
（4）介護保険料所得段階が第 1 段階から第 5 段階までの方

補聴器本体（イヤーモールド含む）の購入費用として、25,000 円
※ 1 人（1 台）1 回限り
※購入費用が 25,000 円に満たないものは対象外
※修理費等は対象外
※市から助成金の交付決定を受ける前に購入したものは対象外

① 申請書を記入する。
　※申請書は高齢者福祉課窓口のほか市ホームページ等から入手できます。 
② 耳鼻咽喉科を受診し「医師の意見書」欄を記入してもらう。
③ 申請書を市（高齢者福祉課）へ提出する。
　 ※市で申請内容を確認します。
④ 市から助成金交付決定通知書が送付される。
⑤ 補聴器販売店で助成金交付決定通知書を提示し、補聴器の購入費用から助成額 25,000 円を
　 差し引いた額（自己負担額）を支払い、補聴器を購入する。

対象者

助成額

手続き

『よい聞こえ』を維持して、いつまでも自分らしく暮らせるように
良好な「聞こえ」を維持することで、音や言葉の刺激で脳が活性化され、家族や友人とのコミュ
ニケーションを積極的に楽しむことができます。いつまでも自分らしくいきいきと暮らしていけ
るよう、「よい聞こえ」の維持に取組んでみませんか？

【問い合わせ先】市高齢者福祉課　☎ 31-0245


